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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】面が接合される位置において端末ハウジングが
ノックオフまたはクラッシュする可能性を減らす端末ハ
ウジング、端末ハウジングのパネル、および端末を提供
する。
【解決手段】端末ハウジングは、第１パネルと第２パネ
ルを含む。第１パネルの第１主面１１の少なくとも一つ
の第１頂角１７の位置は、第１頂角１７のキャンバー面
を使用することによって、少なくとも一つの第１頂角１
７の位置と第１側面の接合部において第１側面に対して
接続されている。第１頂角１７のキャンバー面に係る内
側面および外側面は、第１頂角１７を通過する第１貫通
断面において個々にキャンバー線の形状をしており、か
つ、第１頂角１７のキャンバー面に係る内側面および外
側面は、第１頂角１７を通過する第２貫通断面において
個々にキャンバー線の形状をしている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１パネルと第２パネルを含む端末ハウジングであって、
　前記第１パネルと前記第２パネルは、端末の前面側と裏面側においてそれぞれにスナッ
プフィットされ、
　　前記第１パネルと前記第２パネルは、相互に対向して配置されており、
　　前記第１パネルの材料及び／又は前記第２パネルの材料は、ガラスであり、
　　前記第１パネルは、平坦で真っ直ぐな第１主面と、前記第１主面の縁に接続されてい
る第１側面とを含み、
　　前記第１主面は、少なくとも一つの第１頂角を有し、
　　前記第１主面は、前記第１頂角に係る２つの側にあり、かつ、前記第１頂角に接続さ
れている２つの縁を有し、かつ、
　　前記第１パネルの貫通方向におけるものであって、前記第１頂角に接続されている２
つの縁に対してそれぞれ垂直である断面は、それぞれに第１貫通断面と第２貫通断面であ
り、かつ、
　前記第１主面の前記少なくとも一つの第１頂角の位置は、第１頂角のキャンバー面を使
用することによって、前記少なくとも一つの第１頂角の位置と前記第１側面の接合部にお
いて前記第１側面に対して接続されており、
　　前記第１頂角のキャンバー面に係る内側面および外側面は、前記第１頂角を通過する
第１貫通断面において個々にキャンバー線の形状をしており、かつ、
　　前記第１頂角のキャンバー面に係る内側面および外側面は、前記第１頂角を通過する
第２貫通断面において個々にキャンバー線の形状をしている、
　端末ハウジング。
【請求項２】
　前記第２パネルは、平坦で真っ直ぐな第２主面と、前記第２主面の縁に接続されている
第２側面とを含み、
　　前記第２主面は、少なくとも一つの第２頂角を有し、
　　前記第２主面は、前記第２頂角に係る２つの側にあり、かつ、前記第２頂角に接続さ
れている２つの縁を有し、かつ、
　　前記第２パネルの貫通方向におけるものであって、前記第２頂角に接続されている２
つの縁に対してそれぞれ垂直である断面は、それぞれに第３貫通断面と第４貫通断面であ
り、かつ、
　前記第２主面の前記少なくとも一つの第２頂角の位置は、第２頂角のキャンバー面を使
用することによって、前記少なくとも一つの第２頂角の位置と前記第２側面の接合部にお
いて前記第２側面に対して接続されており、
　　前記第２頂角のキャンバー面に係る内側面および外側面は、前記第２頂角を通過する
第３貫通断面において個々にキャンバー線の形状をしており、かつ、
　　前記第２頂角のキャンバー面に係る内側面および外側面は、前記第２頂角を通過する
第４貫通断面において個々にキャンバー線の形状をしている、
　請求項１に記載の端末ハウジング。
【請求項３】
　前記第１頂角のキャンバー面に係る内側面および外側面は、各々第１貫通断面において
個々にキャンバー線の形状をしている、
　請求項１または２に記載の端末ハウジング。
【請求項４】
　前記第１頂角のキャンバー面に係る内側面および外側面は、各々第２貫通断面において
個々にキャンバー線の形状をしている、
　請求項１または２に記載の端末ハウジング。
【請求項５】
　前記第１頂角のキャンバー面に係る内側面および外側面は、前記第１頂角を通過し、か
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つ、前記第１パネルの貫通方向にある、各々断面において個々にキャンバー線の形状をし
ている、
　請求項１または２に記載の端末ハウジング。
【請求項６】
　前記第１頂角のキャンバー面に係る内側面および外側面は、前記第１パネルのものであ
り、かつ、前記第１主面に対して平行な方向にある、各々断面において個々にキャンバー
線の形状をしている、
　請求項１または２に記載の端末ハウジング。
【請求項７】
　前記第１頂角に係る２つの側に位置する前記第１主面の２つの縁は、直線エッジまたは
キャンバーエッジである、
　請求項１乃至６いずれか一項に記載の端末ハウジング。
【請求項８】
　前記第１主面は、長方形であり、かつ、４つの第１頂角が存在する
　請求項１乃至７いずれか一項に記載の端末ハウジング。
【請求項９】
　前記少なくとも一つの第１頂角に係る２つの側に接続されている前記第１主面の２つの
縁と、前記第１側面とは、キャンバー面を使用することによって、前記第１主面の２つの
縁と第１側面の接合部において接続されている、
　請求項１乃至６いずれか一項に記載の端末ハウジング。
【請求項１０】
　前記第１側面は、キャンバー側面または平坦側面である、
　請求項１乃至６いずれか一項に記載の端末ハウジング。
【請求項１１】
　前記第１側面は、前記第１主面の周囲を取り囲み、かつ、前記第１主面の周辺の縁に対
して接続されている、
　請求項１乃至１０いずれか一項に記載の端末ハウジング。
【請求項１２】
　前記第１パネルの厚さ、及び／又は、前記第２パネルの厚さは、一様であり、かつ、
　前記第１パネルの内側面と外側面、及び／又は、前記第２パネルの内側面と外側面は、
一貫した形状である、
　請求項１乃至１１いずれか一項に記載の端末ハウジング。
【請求項１３】
　前記端末ハウジングは、さらに、中間フレームを含み、かつ、
　前記第１パネルと前記第２パネルは、前記中間フレームの２つの側面においてそれぞれ
に組み立てられる、
　請求項１乃至１２いずれか一項に記載の端末ハウジング。
【請求項１４】
　前記第１パネルと前記第２パネルは、前記端末の貫通方向における中央位置に置かれた
第１断面に関して対称である、
　請求項１乃至１３いずれか一項に記載の端末ハウジング。
【請求項１５】
　前記第１主面の外側面の形状は、長円、台形、ハート形、星形、正六角形、またはボー
ト形状のうちいずれか一つである、
　請求項１乃至１４いずれか一項に記載の端末ハウジング。
【請求項１６】
　前記第１主面の形状は、長方形であり、
　前記第１主面の縁は、前記第１主面の幅方向における第１幅エッジと第２幅エッジ、お
よび、前記第１主面の長手方向における第１長手エッジと第２長手エッジを含み、かつ、
　前記第１幅エッジ、前記第２幅エッジ、前記第１長手エッジ、および、前記第２長手エ
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ッジのうち少なくとも一つのエッジと、前記第１側面とは、キャンバー面を使用して、前
記少なくとも一つのエッジと前記第１側面との接合部において接続されている、
　請求項１５に記載の端末ハウジング。
【請求項１７】
　前記第１幅エッジと前記第２幅エッジとは、キャンバー面を使用して、接合部において
前記第１側面と接続されているか、または、
　前記第１長手エッジと前記第２長手エッジは、キャンバー面を使用して、接合部におい
て前記第１側面と接続されているか、または、
　前記第１幅エッジ、前記第２幅エッジ、前記第１長手エッジ、および、前記第２長手エ
ッジは、キャンバー面を使用して、接合部において前記第１側面と接続されている、
　請求項１６に記載の端末ハウジング。
【請求項１８】
　第１キャンバー面は、前記第１幅エッジと前記第１側面との接合部における接続のため
に使用され、かつ、
　第２キャンバー面は、前記第２幅エッジと前記第１側面との接合部における接続のため
に使用されており、
　前記第１キャンバー面と前記第２キャンバー面は、前記端末の長手方向における中央位
置に置かれた第２断面に関して非対称である、
　請求項１７に記載の端末ハウジング。
【請求項１９】
　第１キャンバー面は、前記第１幅エッジと前記第１側面との接合部における接続のため
に使用され、かつ、
　第２キャンバー面は、前記第２幅エッジと前記第１側面との接合部における接続のため
に使用されており、
　前記第１キャンバー面と前記第２キャンバー面は、前記端末の長手方向における中央位
置に置かれた第２断面に関して対称である、
　請求項１７に記載の端末ハウジング。
【請求項２０】
　第３キャンバー面は、前記第１長手エッジと前記第１側面との接合部における接続のた
めに使用され、かつ、
　第４キャンバー面は、前記第２長手エッジと前記第１側面との接合部における接続のた
めに使用されており、
　前記第３キャンバー面と前記第４キャンバー面は、前記端末の幅方向における中央位置
に置かれた第３断面に関して対称である、
　請求項１７に記載の端末ハウジング。
【請求項２１】
　第１キャンバー面は、前記第１幅エッジと前記第１側面との接合部における接続のため
に使用され、
　第２キャンバー面は、前記第２幅エッジと前記第１側面との接合部における接続のため
に使用され、
　第３キャンバー面は、前記第１長手エッジと前記第１側面との接合部における接続のた
めに使用され、かつ、
　第４キャンバー面は、前記第２長手エッジと前記第１側面との接合部における接続のた
めに使用されており、
　前記第１キャンバー面と前記第２キャンバー面は、前記端末の長手方向における中央位
置に置かれた第２断面に関して非対称であり、かつ、前記第３キャンバー面と前記第４キ
ャンバー面は、前記端末の幅方向における中央位置に置かれた第３断面に関して対称であ
るか、もしくは、
　前記第１キャンバー面と前記第２キャンバー面は、前記端末の長手方向における中央位
置に置かれた第２断面に関して対称であり、かつ、前記第３キャンバー面と前記第４キャ
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ンバー面は、前記端末の幅方向における中央位置に置かれた第３断面に関して対称である
、
　請求項１７に記載の端末ハウジング。
【請求項２２】
　第２主面の外側面の形状は、長円、台形、ハート形、星形、正六角形、またはボート形
状のうちいずれか一つである、
　請求項２乃至２１いずれか一項に記載の端末ハウジング。
【請求項２３】
　前記第２主面の形状は、長方形であり、
　前記第２主面の縁は、前記第２主面の幅方向における第３幅エッジと第４幅エッジ、お
よび、前記第２主面の長手方向における第３長手エッジと第４長手エッジを含み、かつ、
　前記第３幅エッジ、前記第４幅エッジ、前記第３長手エッジ、および、前記第４長手エ
ッジのうち少なくとも一つのエッジと、第２側面とは、キャンバー面を使用して、前記少
なくとも一つのエッジと前記第２側面との接合部において接続されている、
　請求項２２に記載の端末ハウジング。
【請求項２４】
　前記第３幅エッジと前記第４幅エッジとは、キャンバー面を使用して、接合部において
前記第２側面と接続されているか、または、
　前記第３長手エッジと前記第４長手エッジは、キャンバー面を使用して、接合部におい
て前記第２側面と接続されているか、または、
　前記第３幅エッジ、前記第４幅エッジ、前記第３長手エッジ、および、前記第４長手エ
ッジは、キャンバー面を使用して、接合部において前記第２側面と接続されている、
　請求項２３に記載の端末ハウジング。
【請求項２５】
　第５キャンバー面は、前記第３幅エッジと前記第２側面との接合部における接続のため
に使用され、かつ、
　第６キャンバー面は、前記第４幅エッジと前記第２側面との接合部における接続のため
に使用されており、
　前記第５キャンバー面と前記第６キャンバー面は、前記端末の長手方向における中央位
置に置かれた第２断面に関して非対称である、
　請求項２４に記載の端末ハウジング。
【請求項２６】
　第５キャンバー面は、前記第３幅エッジと前記第２側面との接合部における接続のため
に使用され、かつ、
　第６キャンバー面は、前記第４幅エッジと前記第２側面との接合部における接続のため
に使用されており、
　前記第５キャンバー面と前記第６キャンバー面は、前記端末の長手方向における中央位
置に置かれた第２断面に関して対称である、
　請求項２４に記載の端末ハウジング。
【請求項２７】
　第７キャンバー面は、前記第３長手エッジと前記第２側面との接合部における接続のた
めに使用され、かつ、
　第８キャンバー面は、前記第４長手エッジと前記第２側面との接合部における接続のた
めに使用されており、
　前記第７キャンバー面と前記第８キャンバー面は、前記端末の幅方向における中央位置
に置かれた第３断面に関して対称である、
　請求項２４に記載の端末ハウジング。
【請求項２８】
　第５キャンバー面は、前記第３幅エッジと前記第２側面との接合部における接続のため
に使用され、
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　第６キャンバー面は、前記第４幅エッジと前記第２側面との接合部における接続のため
に使用され、
　第７キャンバー面は、前記第３長手エッジと前記第２側面との接合部における接続のた
めに使用され、かつ、
　第８キャンバー面は、前記第４長手エッジと前記第２側面との接合部における接続のた
めに使用されており、
　前記第５キャンバー面と前記第６キャンバー面は、前記端末の長手方向における中央位
置に置かれた第２断面に関して非対称であり、かつ、前記第７キャンバー面と前記第８キ
ャンバー面は、前記端末の幅方向における中央位置に置かれた第３断面に関して対称であ
るか、もしくは、
　前記第５キャンバー面と前記第６キャンバー面は、前記端末の長手方向における中央位
置に置かれた第２断面に関して対称であり、かつ、前記第７キャンバー面と前記第８キャ
ンバー面は、前記端末の幅方向における中央位置に置かれた第３断面に関して対称である
、
　請求項２４に記載の端末ハウジング。
【請求項２９】
　前記第１パネル及び／又は前記第２パネルは、ディスプレイスクリーンである、
　請求項１乃至２８いずれか一項に記載の端末ハウジング。
【請求項３０】
　前記第１パネルまたは前記第２パネルの全体形状は、キャンバーエッジを伴う長円形本
体、キャンバーエッジを伴う台形本体、キャンバーエッジを伴うハート形本体、キャンバ
ーエッジを伴う星形本体、キャンバーエッジを伴う正六角形本体、または、キャンバーエ
ッジを伴うボート形本体のうちいずれか一つである、
　請求項１乃至２９いずれか一項に記載の端末ハウジング。
【請求項３１】
　端末ハウジングのパネルであって、
　前記パネルは、端末の前面側または裏面側においてスナップフィットされるように構成
されており、
　　前記パネルの材料は、ガラスであり、
　　前記パネルは、平坦で真っ直ぐな第１主面と、前記第１主面の縁に接続されている第
１側面とを含み、
　　前記第１主面は、少なくとも一つの頂角を有し、
　　前記第１主面は、前記頂角に係る２つの側にあり、かつ、前記頂角に接続されている
２つの縁を有し、かつ、
　　前記第１パネルの貫通方向におけるものであって、前記頂角に接続されている２つの
縁に対してそれぞれ垂直である断面は、それぞれに第１貫通断面と第２貫通断面であり、
かつ、
　前記第１主面の前記少なくとも一つの頂角の位置は、頂角のキャンバー面を使用するこ
とによって、前記少なくとも一つの頂角の位置と第１側面の接合部において第１側面に対
して接続されており、
　　前記頂角のキャンバー面に係る内側面および外側面は、前記頂角を通過する第１通過
頂角断面において個々にキャンバー線の形状をしており、かつ、
　　前記頂角のキャンバー面に係る内側面および外側面は、前記頂角を通過する第２通過
頂角断面において個々にキャンバー線の形状をしている、
　パネル。
【請求項３２】
　前記頂角のキャンバー面に係る内側面および外側面は、各々第１貫通断面において個々
にキャンバー線の形状をしている、
　請求項３１に記載のパネル。
【請求項３３】
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　前記頂角のキャンバー面に係る内側面および外側面は、各々第２貫通断面において個々
にキャンバー線の形状をしている、
　請求項３１に記載のパネル。
【請求項３４】
　前記頂角のキャンバー面に係る内側面および外側面は、前記頂角を通過し、かつ、前記
パネルの貫通方向にある、各々断面において個々にキャンバー線の形状をしている、
　請求項３１に記載のパネル。
【請求項３５】
　前記頂角のキャンバー面に係る内側面および外側面は、前記パネルのものであり、かつ
、前記第１主面に対して平行な方向にある、各々断面において個々にキャンバー線の形状
をしている、
　請求項３１に記載のパネル。
【請求項３６】
　前記頂角に係る２つの側に位置する前記第１主面の２つの縁は、直線エッジまたはキャ
ンバーエッジである、
　請求項３１乃至３５いずれか一項に記載のパネル。
【請求項３７】
　前記第１主面は、長方形であり、かつ、４つの第１頂角が存在する
　請求項３１乃至３６いずれか一項に記載のパネル。
【請求項３８】
　前記第１主面と、前記少なくとも一つの頂角に係る２つの側に接続されている２つの縁
とは、キャンバー面を使用することによって、前記第１主面と第１側面の接合部において
前記第１側面に対して接続されている、
　請求項３１乃至３５いずれか一項に記載のパネル。
【請求項３９】
　前記第１側面は、キャンバー側面または平坦側面である、
　請求項３１乃至３５いずれか一項に記載のパネル。
【請求項４０】
　前記第１側面は、前記第１主面の周囲を取り囲み、かつ、前記第１主面の周辺の縁に対
して接続されている、
　請求項３１乃至３９いずれか一項に記載のパネル。
【請求項４１】
　前記パネルの厚さは、一様であり、かつ、
　前記パネルの内側面と外側面は、一貫した形状である、
　請求項３１乃至４０いずれか一項に記載のパネル。
【請求項４２】
　請求項１乃至３０いずれか一項に記載の端末ハウジングと、
　前記端末ハウジングの中に配置された回路基板と、
　前記回路基板上に配置されたパーツと、を含み、
　前記端末ハウジングのパネルは、請求項３１乃至４１いずれか一項に記載のパネルを含
む、
　端末。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、端末技術の分野に関する。そして、特定的には、端末ハウジング、端末ハウ
ジングのパネル、および端末に関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在、マーケットにおけるいくつかの端末（スマートフォンといったもの）のハウジン



(8) JP 2017-229063 A 2017.12.28

10

20

30

40

50

グは、主に３つの部分を含んでいる。ガラス製タッチパッド、中間フレーム、およびバッ
テリ背面カバー、である。このタイプの端末ハウジングについて、一般的には、面（face
s）が接合する位置にコーナー角（corner　angle）が存在する。一般的に、コーナー角は
、相対的に突き出した場所に位置し、端末ハウジングの他の部分と比較して、別のオブジ
ェクトに当たりやすい。当たった後で、ハウジングのコーナー角の位置は、ノックオフさ
れ（knocked　off）、もしくは、損傷を受けやすい。ハウジングのコーナー角がノックオ
フまたは損傷された後で、端末の外観は影響を受け、そして、ハウジングのコーナー角は
、また、ターミナルの内部を保護することもできない。その結果として、端末の内部が損
傷しやすくなる。
【発明の概要】
【０００３】
　本発明は、面が接合される位置において端末ハウジングがノックオフまたはクラッシュ
する可能性を減らすように、端末ハウジング、端末ハウジングのパネル、および端末を提
供し、それによって、端末の内部について保護効果を維持している。
【０００４】
　本発明の第１の態様は、第１パネルと第２パネルを含む、端末ハウジングを開示する。
ここで、第１パネルと第２パネルは端末の前面側と裏面側においてそれぞれにスナップフ
ィットされ、第１パネルと第２パネルは相互に対向して配置されており、第１パネルの材
料及び／又は第２パネルの材料はガラスであり、第１パネルは、平坦で真っ直ぐな第１主
面と第１主面の縁に接続されている第１側面とを含み、第１主面は少なくとも一つの第１
頂角を有し、第１主面は、第１頂角に係る２つの側にあって、第１頂角に接続されている
２つの縁を有し、かつ、第１パネルの貫通方向におけるものであって、第１頂角に接続さ
れている２つの縁に対してそれぞれ垂直である断面は、それぞれに第１貫通断面と第２貫
通断面である。そして、
　第１主面の少なくとも一つの第１頂角の位置は、第１頂角のキャンバー面を使用するこ
とによって、少なくとも一つの第１頂角の位置と第１側面の接合部において第１側面に対
して接続されており、第１頂角のキャンバー面に係る内側面および外側面は、第１頂角を
通過する第１貫通断面（through-thickness　cross　section）において個々にキャンバ
ー線の形状をしており、かつ、第１頂角のキャンバー面に係る内側面および外側面は、第
１頂角を通過する第２貫通断面において個々にキャンバー線の形状をしている。
【０００５】
　第１主面の少なくとも一つの第１頂角の位置が、第１頂角キャンバー面を使用して、少
なくとも一つの第１頂角の位置と第１側面の接合部において接続されている、端末ハウジ
ングに係るこのタイプのキャンバー面デザインにおいては、端末ハウジングが別のオブジ
ェクトにより当てられる傾向が少なくなるように、顕著なコーナー角が存在しない。この
ことは、面が接合している場所において端末ハウジングがノックオフまたはクラッシュす
る可能性を低減することができ、それによって、端末の内部について保護効果を維持して
いる。加えて、デュアル曲線（dual-curve-line）３次元ガラスが使用される、第１頂角
キャンバー面に係る内側面および外側面のこのタイプのキャンバーデザインは、端末ハウ
ジングの審美的なアピールを大いに強化し、かつ、端末の外観をより上品でフレキシブル
なものにしている。
【０００６】
　第１の態様に関し、第１の可能な実施のやり方において、第２パネルは、平坦で真っ直
ぐな第２主面と、第２主面の縁に接続されている第２側面とを含み、記第２主面は少なく
とも一つの第２頂角を有し、第２主面は、第２頂角に係る２つの側にあって、第２頂角に
接続されている２つの縁を有し、かつ、第２パネルの貫通方向におけるものであって、第
２頂角に接続されている２つの縁に対してそれぞれ垂直である断面は、それぞれに第３貫
通断面と第４貫通断面である。そして、
　第２主面の少なくとも一つの第２頂角の位置は、第２頂角のキャンバー面を使用するこ
とによって、少なくとも一つの第２頂角の位置と第２側面の接合部において第２側面に対
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して接続されており、第２頂角のキャンバー面に係る内側面および外側面は、第２頂角を
通過する第３貫通断面において個々にキャンバー線の形状をしており、かつ、第２頂角の
キャンバー面に係る内側面および外側面は、第２頂角を通過する第４貫通断面において個
々にキャンバー線の形状をしている。
【０００７】
　第２主面の少なくとも一つの第２頂角の位置が、第２頂角キャンバー面を使用して、少
なくとも一つの第２頂角の位置と第２側面の接合部において接続されている、端末ハウジ
ングに係るこのタイプのキャンバー面デザインにおいては、端末ハウジングが別のオブジ
ェクトにより当てられる傾向が少ないように、顕著なコーナー角が存在しない。このこと
は、面が接合している場所において端末ハウジングがノックオフまたはクラッシュする可
能性を低減することができ、それによって、端末の内部について保護効果を維持している
。
【０００８】
　第１の態様または第１の可能な実施のやり方に関し、第２の可能な実施のやり方におい
て、第１頂角のキャンバー面に係る内側面および外側面は、各々第１貫通断面において個
々にキャンバー線の形状をしている。
【０００９】
　第１の態様または第１の可能な実施のやり方に関し、第３の可能な実施のやり方におい
て、第１頂角のキャンバー面に係る内側面および外側面は、各々第２貫通断面において個
々にキャンバー線の形状をしている。
【００１０】
　第１の態様または第１の可能な実施のやり方に関し、第４の可能な実施のやり方におい
て、第１頂角のキャンバー面に係る内側面および外側面は、第１頂角を通過し、かつ、第
１パネルの貫通方向にある、各々断面において個々にキャンバー線の形状をしている。
【００１１】
　第１の態様または第１の可能な実施のやり方に関し、第５の可能な実施のやり方におい
て、第１頂角のキャンバー面に係る内側面および外側面は、第１パネルのものであり、か
つ、第１主面に対して平行な方向にある、各々断面において個々にキャンバー線の形状を
している。
【００１２】
　第１の態様または第１から第５の可能な実施のやり方のいずれか一つに関し、第６の可
能な実施のやり方において、第１頂角に係る２つの側に位置する第１主面の２つの縁は、
直線エッジまたはキャンバーエッジである。
【００１３】
　第１の態様または第１から第６の可能な実施のやり方のいずれか一つに関し、第７の可
能な実施のやり方において、第１主面は長方形であり、かつ、４つの第１頂角が存在する
。
【００１４】
　第１の態様または第１から第５の可能な実施のやり方のいずれか一つに関し、第８の可
能な実施のやり方において、第１主面と、少なくとも一つの第１頂角に係る２つの側に接
続されている２つの縁とは、キャンバー面を使用することによって、第１主面と第１側面
の接合部において接続されている。
【００１５】
　第１の態様または第１から第５の可能な実施のやり方のいずれか一つに関し、第９の可
能な実施のやり方において、第１側面はキャンバー側面または平坦側面である。
【００１６】
　第１の態様または第１から第９の可能な実施のやり方のいずれか一つに関し、第１０の
可能な実施のやり方において、第１側面は、第１主面の周囲を取り囲み、かつ、第１主面
の周辺の縁に対して接続されている。
【００１７】
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　第１の態様または第１から第１０の可能な実施のやり方のいずれか一つに関し、第１１
の可能な実施のやり方において、第１パネルの厚さ、及び／又は、第２パネルの厚さは、
一様であり、かつ、第１パネルの内側面と外側面、及び／又は、第２パネルの内側面と外
側面は、一貫した形状である。
【００１８】
　第１の態様または第１から第１１の可能な実施のやり方のいずれか一つに関し、第１２
の可能な実施のやり方において、端末ハウジングは、さらに、中間フレームを含み、かつ
、第１パネルと第２パネルは、中間フレームの２つの側面においてそれぞれに組み立てら
れる。
【００１９】
　任意的に、第１パネルと第２パネルは、媒体（例えば、液状接着剤、固形接着剤、また
は、両面テープ）を使用して直接的に接続されてよく、または、第１パネルと第２パネル
は、機械的な方法（例えば、半田付け、リベット打ち、ネジ、または、ファスナ）におい
て直接的に接続されてよい。
【００２０】
　第１の態様または第１から第１２の可能な実施のやり方のいずれか一つに関し、第１３
の可能な実施のやり方において、第１パネルと第２パネルは、端末の貫通方向における中
央位置に置かれた第１断面に関して対称である。このようにして、端末ハウジングの全体
的な外観は比較的に対称であり、視覚効果を改善している。
【００２１】
　第１の態様または第１から第１３の可能な実施のやり方のいずれか一つに関し、第１４
の可能な実施のやり方において、第１主面の外側面の形状は、長円、台形、ハート形、星
形、正六角形、またはボート形状のうちいずれか一つである。
【００２２】
　第１４の可能な実施のやり方に関し、第１５の可能な実施のやり方において、第１主面
の形状は長方形であり、第１主面の縁は、第１主面の幅方向における第１幅エッジと第２
幅エッジ、および、第１主面の長手方向における第１長手エッジと第２長手エッジを含み
、かつ、第１幅エッジ、第２幅エッジ、第１長手エッジ、および、第２長手エッジのうち
少なくとも一つのエッジと、第１側面とは、キャンバー面を使用して、少なくとも一つの
エッジと第１側面との接合部において接続されている。
【００２３】
　第１５の可能な実施のやり方に関し、第１６の可能な実施のやり方において、第１幅エ
ッジと第２幅エッジとは、キャンバー面を使用して、接合部において第１側面と接続され
ているか、または、第１長手エッジと第２長手エッジは、キャンバー面を使用して、接合
部において第１側面と接続されているか、または、第１幅エッジ、第２幅エッジ、第１長
手エッジ、および、第２長手エッジは、キャンバー面を使用して、接合部において第１側
面と接続されている。
【００２４】
　第１６の可能な実施のやり方に関し、第１７の可能な実施のやり方において、第１キャ
ンバー面は第１幅エッジと第１側面との接合部における接続のために使用され、かつ、第
２キャンバー面は第２幅エッジと第１側面との接合部における接続のために使用されてお
り、ここで、第１キャンバー面と第２キャンバー面は、端末の長手方向における中央位置
に置かれた第２断面に関して非対称である。
【００２５】
　第１６の可能な実施のやり方に関し、第１８の可能な実施のやり方において、第１キャ
ンバー面は第１幅エッジと第１側面との接合部における接続のために使用され、かつ、第
２キャンバー面は第２幅エッジと第１側面との接合部における接続のために使用されてお
り、ここで、第１キャンバー面と第２キャンバー面は、端末の長手方向における中央位置
に置かれた第２断面に関して対称である。
【００２６】
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　第１６の可能な実施のやり方に関し、第１９の可能な実施のやり方において、第３キャ
ンバー面は第１長手エッジと第１側面との接合部における接続のために使用され、かつ、
第４キャンバー面は第２長手エッジと第１側面との接合部における接続のために使用され
ており、ここで、第３キャンバー面と第４キャンバー面は、端末の幅方向における中央位
置に置かれた第３断面に関して対称である。
【００２７】
　第１６の可能な実施のやり方に関し、第２０の可能な実施のやり方において、第１キャ
ンバー面は第１幅エッジと第１側面との接合部における接続のために使用され、第２キャ
ンバー面は第２幅エッジと第１側面との接合部における接続のために使用され、第３キャ
ンバー面は第１長手エッジと第１側面との接合部における接続のために使用され、かつ、
第４キャンバー面は第２長手エッジと第１側面との接合部における接続のために使用され
ており、ここで、第１キャンバー面と第２キャンバー面は、端末の長手方向における中央
位置に置かれた第２断面に関して非対称であり、かつ、第３キャンバー面と第４キャンバ
ー面は、端末の幅方向における中央位置に置かれた第３断面に関して対称であるか、もし
くは、
　第１キャンバー面と第２キャンバー面は、端末の長手方向における中央位置に置かれた
第２断面に関して対称であり、かつ、第３キャンバー面と第４キャンバー面は、端末の幅
方向における中央位置に置かれた第３断面に関して対称である。
【００２８】
　第１から第２０の可能な実施のやり方のいずれか一つに関し、第２１の可能な実施のや
り方において、第２主面の外側面の形状は、長円、台形、ハート形、星形、正六角形、ま
たはボート形状のうちいずれか一つである。
【００２９】
　第２１の可能な実施のやり方に関し、第２２の可能な実施のやり方において、第２主面
の形状は長方形であり、第２主面の縁は、第２主面の幅方向における第３幅エッジと第４
幅エッジ、および、第２主面の長手方向における第３長手エッジと第４長手エッジを含み
、かつ、第３幅エッジ、第４幅エッジ、第３長手エッジ、および、第４長手エッジのうち
少なくとも一つのエッジと、第２側面とは、キャンバー面を使用して、少なくとも一つの
エッジと第２側面との接合部において接続されている。
【００３０】
　第２２の可能な実施のやり方に関し、第２３の可能な実施のやり方において、第３幅エ
ッジと第４幅エッジとは、キャンバー面を使用して、接合部において第２側面と接続され
ているか、または、第３長手エッジと第４長手エッジは、キャンバー面を使用して、接合
部において第２側面と接続されているか、または、第３幅エッジ、第４幅エッジ、第３長
手エッジ、および、第４長手エッジは、キャンバー面を使用して、接合部において第２側
面と接続されている。
 
【００３１】
　第２３の可能な実施のやり方に関し、第２４の可能な実施のやり方において、第５キャ
ンバー面は第３幅エッジと第２側面との接合部における接続のために使用され、かつ、第
６キャンバー面は第４幅エッジと第２側面との接合部における接続のために使用されてお
り、ここで、第５キャンバー面と第６キャンバー面は、端末の長手方向における中央位置
に置かれた第２断面に関して非対称である。
【００３２】
　第２３の可能な実施のやり方に関し、第２５の可能な実施のやり方において、第５キャ
ンバー面は第３幅エッジと第２側面との接合部における接続のために使用され、かつ、第
６キャンバー面は第４幅エッジと第２側面との接合部における接続のために使用されてお
り、ここで、第５キャンバー面と第６キャンバー面は、端末の長手方向における中央位置
に置かれた第２断面に関して対称である。
【００３３】
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　第２３の可能な実施のやり方に関し、第２６の可能な実施のやり方において、第７キャ
ンバー面は第３長手エッジと第２側面との接合部における接続のために使用され、かつ、
第８キャンバー面は第４長手エッジと第２側面との接合部における接続のために使用され
ており、ここで、第７キャンバー面と第８キャンバー面は、端末の幅方向における中央位
置に置かれた第３断面に関して対称である。
【００３４】
　第２３の可能な実施のやり方に関し、第２７の可能な実施のやり方において、第５キャ
ンバー面は第３幅エッジと第２側面との接合部における接続のために使用され、第６キャ
ンバー面は第４幅エッジと第２側面との接合部における接続のために使用され、第７キャ
ンバー面は第３長手エッジと第２側面との接合部における接続のために使用され、かつ、
第８キャンバー面は第４長手エッジと第２側面との接合部における接続のために使用され
ており、ここで、第５キャンバー面と第６キャンバー面は、端末の長手方向における中央
位置に置かれた第２断面に関して非対称であり、かつ、第７キャンバー面と第８キャンバ
ー面は、端末の幅方向における中央位置に置かれた第３断面に関して対称であるか、もし
くは、
　第５キャンバー面と第６キャンバー面は、端末の長手方向における中央位置に置かれた
第２断面に関して対称であり、かつ、第７キャンバー面と第８キャンバー面は、端末の幅
方向における中央位置に置かれた第３断面に関して対称である。
【００３５】
　第１から第２７の可能な実施のやり方のいずれか一つに関し、第２８の可能な実施のや
り方において、第１パネル及び／又は第２パネルは、ディスプレイスクリーンである。
【００３６】
　第１から第２８の可能な実施のやり方のいずれか一つに関し、第２９の可能な実施のや
り方において、第１パネルまたは第２パネルの全体形状は、キャンバーエッジを伴う長円
形本体、キャンバーエッジを伴う台形本体、キャンバーエッジを伴うハート形本体、キャ
ンバーエッジを伴う星形本体、キャンバーエッジを伴う正六角形本体、または、キャンバ
ーエッジを伴うボート形本体のうちいずれか一つである。
【００３７】
　本発明の第２の態様は、端末ハウジングのパネルを開示する。ここで、パネルは、端末
の前面側または裏面側においてスナップフィットされるように構成されており、パネルの
材料はガラスであり、パネルは平坦で真っ直ぐな第１主面と第１主面の縁に接続されてい
る第１側面とを含み、第１主面は少なくとも一つの頂角を有し、第１主面は、頂角に係る
２つの側にあって、頂角に接続されている２つの縁を有し、かつ、第１パネルの貫通方向
におけるものであって、頂角に接続されている２つの縁に対してそれぞれ垂直である断面
は、それぞれに第１貫通断面と第２貫通断面である。そして、
　第１主面の少なくとも一つの頂角の位置は、頂角のキャンバー面を使用することによっ
て、少なくとも一つの頂角の位置と第１側面の接合部において第１側面に対して接続され
ており、頂角のキャンバー面に係る内側面および外側面は、頂角を通過する第１通過頂角
断面において個々にキャンバー線の形状をしており、かつ、頂角のキャンバー面に係る内
側面および外側面は、頂角を通過する第２通過頂角断面において個々にキャンバー線の形
状をしている。
【００３８】
　第２の態様に関し、第１の可能な実施のやり方において、頂角のキャンバー面に係る内
側面および外側面は、各々第１貫通断面において個々にキャンバー線の形状をしている。
【００３９】
　第２の態様に関し、第２の可能な実施のやり方において、頂角のキャンバー面に係る内
側面および外側面は、各々第２貫通断面において個々にキャンバー線の形状をしている。
【００４０】
　第２の態様に関し、第３の可能な実施のやり方において、頂角のキャンバー面に係る内
側面および外側面は、頂角を通過し、かつ、パネルの貫通方向にある、各々断面において



(13) JP 2017-229063 A 2017.12.28

10

20

30

40

50

個々にキャンバー線の形状をしている。
【００４１】
　第２の態様に関し、第４の可能な実施のやり方において、頂角のキャンバー面に係る内
側面および外側面は、パネルのものであり、かつ、第１主面に対して平行な方向にある、
各々断面において個々にキャンバー線の形状をしている。
【００４２】
　第２の態様または第１から第４の可能な実施のやり方のいずれか一つに関し、第５の可
能な実施のやり方において、頂角に係る２つの側に位置する第１主面の２つの縁は、直線
エッジまたはキャンバーエッジである。
【００４３】
　第２の態様または第１から第５の可能な実施のやり方のいずれか一つに関し、第６の可
能な実施のやり方において、第１主面は長方形であり、かつ、４つの第１頂角が存在する
。
【００４４】
　第２の態様または第１から第４の可能な実施のやり方のいずれか一つに関し、第７の可
能な実施のやり方において、第１主面と、少なくとも一つの頂角に係る２つの側に接続さ
れている２つの縁とは、キャンバー面を使用することによって、第１主面と第１側面の接
合部において第１側面に対して接続されている。
【００４５】
　第２の態様または第１から第４の可能な実施のやり方のいずれか一つに関し、第８の可
能な実施のやり方において、第１側面は、キャンバー側面または平坦側面である。
【００４６】
　第２の態様または第１から第８の可能な実施のやり方のいずれか一つに関し、第９の可
能な実施のやり方において、１側面は第１主面の周囲を取り囲み、かつ、第１主面の周辺
の縁に対して接続されている。
【００４７】
　第２の態様または第１から第９の可能な実施のやり方のいずれか一つに関し、第１０の
可能な実施のやり方において、パネルの厚さは一様であり、かつ、パネルの内側面と外側
面は一貫した形状である。
【００４８】
　本発明の第３の態様は、端末を開示する。第１態様のいずれかに従った端末ハウジング
と、端末ハウジングの中に配置された回路基板と、回路基板上に配置されたパーツと、を
含む端末であり、ここで、端末ハウジングのパネルは、第２の態様のいずれかに従ったパ
ネルを含む。
【００４９】
　一つの可能な実施のやり方において、第２頂角のキャンバー面に係る内側面および外側
面は、各々第３貫通断面において個々にキャンバー線の形状をしている。
【００５０】
　一つの可能な実施のやり方において、第２頂角のキャンバー面に係る内側面および外側
面は、各々第４貫通断面において個々にキャンバー線の形状をしている。
【００５１】
　一つの可能な実施のやり方において、第２頂角のキャンバー面に係る内側面および外側
面は、頂角を通過し、かつ、第２パネルの貫通方向にある、各々断面において個々にキャ
ンバー線の形状をしている。
【００５２】
　一つの可能な実施のやり方において、第２頂角のキャンバー面に係る内側面および外側
面は、第２パネルのものであり、かつ、第２主面に対して平行な方向にある、各々断面に
おいて個々にキャンバー線の形状をしている。
【００５３】
　一つの可能な実施のやり方において、第２頂角に係る２つの側に位置する第２主面の２
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つの縁は、直線エッジまたはキャンバーエッジである。
【００５４】
　一つの可能な実施のやり方において、第２主面は長方形であり、かつ、４つの第１頂角
が存在する。
【００５５】
　一つの可能な実施のやり方において、第２主面と、少なくとも一つの第２頂角に係る２
つの側に接続されている２つの縁とは、キャンバー面を使用することによって、第２主面
と第２側面の接合部において接続されている。
【００５６】
　一つの可能な実施のやり方において、第２側面はキャンバー側面または平坦側面である
。
【００５７】
　一つの可能な実施のやり方において、第２側面は、第２主面の周囲を取り囲み、かつ、
第２主面の周辺の縁に対して接続されている。
【００５８】
　一つの可能な実施のやり方において、可視光カメラ、赤外線カメラ、環境光センサー、
または、赤外発光ダイオードＬＥＤのうちの少なくとも一つが、第１パネル上に配置され
てよい。可視光カメラ、カメラフラッシュ、または、レーザーセンサのうちの少なくとも
一つが、第２パネル上に配置されてよい。このデザインアプローチによって、より豊かな
端末ハウジングの外観が達成され、そして、外観の詳細におけるデザインイノベーション
は制限されることがない。
【００５９】
　一つの可能な実施のやり方において、第３キャンバー面は第１長手エッジと第１側面と
の接合部における接続のために使用され、かつ、第４キャンバー面は第２長手エッジと第
１側面との接合部における接続のために使用されており、ここで、第３キャンバー面と第
４キャンバー面は、端末の幅方向における中央位置に置かれた第３断面に関して非対称で
ある。
【００６０】
　一つの可能な実施のやり方において、第７キャンバー面は第３長手エッジと第２側面と
の接合部における接続のために使用され、かつ、第８キャンバー面は第４長手エッジと第
２側面との接合部における接続のために使用されており、ここで、第７キャンバー面と第
８キャンバー面は、端末の幅方向における中央位置に置かれた第３断面に関して非対称で
ある。
【００６１】
　本発明の実施例において、第１主面の少なくとも一つの第１頂角の位置が、第１頂角キ
ャンバー面を使用して、少なくとも一つの第１頂角の位置と第１側面の接合部において接
続されている、端末ハウジングに係るこのタイプのキャンバー面デザインにおいては、端
末ハウジングが別のオブジェクトにより当てられる傾向が少なくなるように、顕著なコー
ナー角が存在しないことが学習され得る。このことは、面が接合している場所において端
末ハウジングがノックオフまたはクラッシュする可能性を低減することができ、それによ
って、端末の内部について保護効果を維持している。
【図面の簡単な説明】
【００６２】
　本発明の実施例における技術的ソリューションをより明確に説明するように、実施例を
説明するために必要な添付図面を、以下に簡単に説明する。明らかに、以下の説明におけ
る添付図面は、本発明のいくつかの実施例を示しているだけであり、そして、当業者であ
れば、創造的な努力なしに、これらの添付図面から他の図面を引き出すことさえできるだ
ろう。
【図１】図１は、本発明の一つの実施例において開示される第１パネルの概略正面図であ
る。
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【図２】図２は、本発明の一つの実施例において開示される第１パネルの３次元的な概略
構造図である。
【図２．１】図２．１は、本発明の一つの実施例において開示される第１パネルの概略側
面図である。
【図２．２】図２．２は、本発明の一つの実施例において開示される第１パネルの別の概
略側面図である。
【図２．３】図２．３は、本発明の一つの実施例において開示される第１パネルの別の概
略側面図である。
【図３】図３は、本発明の一つの実施例において開示される第２パネルの概略正面図であ
る。
【図４】図４は、本発明の一つの実施例において開示される第２パネルの３次元的な概略
構造図である。
【図４．１】図４．１は、本発明の一つの実施例において開示される第２パネルの概略側
面図である。
【図４．２】図４．２は、本発明の一つの実施例において開示される第２パネルの別の概
略側面図である。
【図４．３】図４．３は、本発明の一つの実施例において開示される第２パネルの別の概
略側面図である。
【図５．１】図５．１は、本発明の一つの実施例において開示される端末ハウジングに係
る第１実施方法に係る概略断面図である。
【図５．２】図５．２は、本発明の一つの実施例において開示される端末ハウジングに係
る第１実施方法に係る別の概略断面図である。
【図６．１】図６．１は、本発明の一つの実施例において開示される端末ハウジングに係
る第２実施方法に係る概略断面図である。
【図６．２】図６．２は、本発明の一つの実施例において開示される端末ハウジングに係
る第２実施方法に係る別の概略断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００６３】
　以下は、本発明の実施例における技術的ソリューションを、本発明の実施例における添
付図面を参照して、明確かつ完全に説明するものである。明らかに、記載された実施例は
、本発明に係る実施例のうちの単にいくつかであるが、全てではない。創造的努力なしに
本発明の実施例に基づいて当業者によって得られる他のすべての実施例は、本発明の保護
範囲内に収まるものである。
【００６４】
　本出願において言及される「実施例（”embodiment”）」は、実施例に関して説明され
る特定の特徴、構造、または属性が、本発明の少なくとも一つの実施例において含まれ得
ることを意味する。本明細書の異なる場所において生じるフレーズ（phrase）は、同じ実
施例、または、別の実施例を除く独立した又は代替の実施例について必ずしも参照するこ
とを要しない。当業者であれば、明示的および暗示的なやり方で、本出願において説明さ
れる実施例が別の実施例と組み合わされ得ることを理解する。
【００６５】
　本発明の実施例は、面が接合される位置において端末ハウジングがノックオフまたはク
ラッシュする可能性を減らすように、端末ハウジング、端末ハウジングのパネル、および
端末を開示しており、それによって、端末の内部について保護効果を維持している。詳細
な説明が、以降において別個に記載される。
【００６６】
　端末は、端末ハウジング、端末ハウジング内に配置された回路基板、および、回路基板
上に配置された部品、を含んでいる。端末ハウジングは、端末の内部を保護するように構
成されており、端末の内部が損傷されるのを防止する。端末は、これらに限定されるわけ
ではないが、スマートフォン、ノートブックコンピュータ、パーソナルコンピュータ（Ｐ
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ｅｒｓｏｎａｌ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ、ＰＣ）、パーソナルデジタルアシスタント（Ｐｅｒ
ｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎｔ、ＰＤＡ）、モバイルインターネット
デバイス（Ｍｏｂｉｌｅ　Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｄｅｖｉｃｅ、ＭＩＤ）、または、スマー
トウェアラブルデバイス（スマートウォッチまたはスマートバンドなど）といった異なる
タイプのスマート端末を含んでよい。本発明の実施例では、スマートフォンにおいて適用
されている端末ハウジングが、一つの例として使用される。
【００６７】
　端末ハウジングは、第１パネルおよび第２パネルを含んでいる。第１パネルおよび第２
パネルは、端末の前面側および裏面側においてそれぞれにスナップフィット（snap-fit）
されており、そして、第１パネルおよび第２パネルは、互いに対向して配置されている。
「第１パネルおよび第２パネルは、端末の前面側および裏面側においてそれぞれにスナッ
プフィットされ」は、以下のように「第１パネルは、端末の前面側においてスナップフィ
ットされ、かつ、第２パネルは、端末の裏面側においてスナップフィットされ」と理解さ
れてよい。もしくは、「第１パネルおよび第２パネルは、端末の前面側および裏面側にお
いてそれぞれにスナップフィットされ」は、以下のように「第１パネルは、端末の裏面側
においてスナップフィットされ、かつ、第２パネルは、端末の前面側においてスナップフ
ィットされ」と理解されてよい。本発明のこの実施例は、これについて限定を設定するも
のではない。
【００６８】
　第１パネルの材料、及び／又は、第２パネルの材料は、ガラスである。ここにおける用
語「及び／又は」は、３つの事例が存在するものと理解されてよい。第１パネルの材料が
ガラスであるか、または、第２パネルの材料がガラスであるか、もしくは、第１パネルの
材料と第２パネルの材料の両方がガラスである。ここにおいてガラスはすべて３次元（3D
）ガラスである。３次元ガラスの上面および下面の両方は、キャンバー面（cambered　fa
ce）の特徴を有している。
【００６９】
　第１パネルまたは第２パネルの全体的な形態は、キャンバーエッジを伴う長円形本体、
キャンバーエッジを伴う台形本体、キャンバーエッジを伴うハート形本体、キャンバーエ
ッジを伴う星形本体、キャンバーエッジを伴う正六角形本体、または、キャンバーエッジ
を伴うボート形本体のうちいずれか一つである。第１パネルと第２パネルは、端末の貫通
（through-thickness）方向における中央位置に位置する第１断面に関して対称である。
【００７０】
　第１パネルの厚さ、及び／又は、第２パネルの厚さは、一様であり、第１パネルの内側
面と外側面、及び／又は、第２パネルの内側面と外側面は、一貫した形状である。用語「
及び／又は」は、３つの事例が存在するものと理解されてよい。第１パネルの厚さが一様
であり、かつ、第１パネルの内側面と外側面が一貫した形状であるか；第２パネルの厚さ
が一様であり、かつ、第２パネルの内側面と外側面が一貫した形状であるか；もしくは、
第１パネルの厚さおよび第２パネルの厚さが一様であり、かつ、第１パネルの内側面と外
側面および第２パネルの内側面と外側面が一貫した形状である。
【００７１】
　第１パネル、及び／又は、第２パネルは、ディスプレイスクリーンである。用語「及び
／又は」は、３つの事例が存在するものと理解されてよい。第１パネルがディスプレイス
クリーンであり、かつ、この事例においては、第２パネルがバッテリーカバーであり得る
か；第２パネルがディスプレイスクリーンであり、かつ、この事例においては、第１パネ
ルがバッテリーカバーであり得るか；もしくは、第１パネルと第２パネルの両方がディス
プレイスクリーンである。
【００７２】
　第１パネルは、平坦で真っ直ぐな第１主面と、第１主面の縁（margin）に接続されてい
る第１側面とを含んでいる。第１主面は少なくとも一つの第１頂角（vertex　angle）を
有し、第１主面は、第１頂角に係る２つの側にあり、かつ、第１頂角に接続されている２
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つの縁を有する。そして、第１パネルの貫通方向におけるものであり、かつ、第１頂角に
接続されている２つの縁に対してそれぞれ垂直である断面は、それぞれに第１貫通断面と
第２貫通断面である。第１頂角は、鋭角（sharp　corner）であってよく、または、面取
り（chamfer）であってよい。このことは、本発明のこの実施例に限定されない。任意的
に、第１主面の外側面の形状は、長円、台形、ハート形、星形、正六角形、またはボート
形状のうちいずれか一つである。
【００７３】
　第１主面の少なくとも一つの第１頂角の位置は、第１頂角のキャンバー面を使用するこ
とによって、少なくとも一つの第１頂角の位置と第１側面の接合部において第１側面に対
して接続されており、第１頂角のキャンバー面に係る内側面および外側面は、第１頂角を
通過する第１貫通断面（through-thickness　cross　section）において個々にキャンバ
ー線の形状（shape　of　a　camber　line）をしており、かつ、第１頂角のキャンバー面
に係る内側面および外側面は、第１頂角を通過する第２貫通断面において個々にキャンバ
ー線の形状をしている。デュアルキャンバー面３次元ガラス（dual-cambered-face　3D　
glass）が使用される、第１パネルに係るこのタイプのデザインにおいては、第１パネル
が別のオブジェクトにより当てられる傾向が少なくなるように、顕著なコーナー角が存在
しないことが分かる。このことは、面が接合している場所において端末ハウジングがノッ
クオフまたはクラッシュする可能性を低減することができ、それによって、端末の内部に
ついて保護効果を維持している。
【００７４】
　加えて、詳細設計に関して、可視光カメラ、赤外線カメラ、環境光センサー、または、
赤外発光ダイオードＬＥＤのうちの少なくとも一つが、さらに第１パネル上に配置されて
よい。印刷インキを使用することによる第１パネルの装飾は、多数の方法（例えば、スク
リーン印刷、コーティング、または、可動印刷の手段によるもの）で実行されてよく、ま
たは、第１パネルに対して一枚の膜（a　piece　of　membrane）が取り付けられてよい。
第１パネルに係るこのタイプの詳細設計方法においては、より豊かな外観が達成され、そ
して、外観の詳細におけるデザインイノベーションは制限されることがない。
【００７５】
　第２パネルは、平坦で真っ直ぐな第２主面と、第２主面の縁に接続されている第２側面
とを含んでいる。第２主面は少なくとも一つの第２頂角を有し、第２主面は、第２頂角に
係る２つの側にあり、かつ、第２頂角に接続されている２つの縁を有する。そして、第２
パネルの貫通方向におけるものであり、かつ、第２頂角に接続されている２つの縁に対し
てそれぞれ垂直である断面は、それぞれに第３貫通断面と第４貫通断面である。第２頂角
は、鋭角であってよく、または、面取りであってよい。このことは、本発明のこの実施例
に限定されない。任意的に、第２主面の外側面の形状は、長円、台形、ハート形、星形、
正六角形、またはボート形状のうちいずれか一つである。
【００７６】
　第２主面の少なくとも一つの第２頂角の位置は、第２角のキャンバー面を使用すること
によって、少なくとも一つの第２頂角の位置と第２側面の接合部において第２側面に対し
て接続されており、第２頂角のキャンバー面に係る内側面および外側面は、第２頂角を通
過する第３貫通断面において個々にキャンバー線の形状をしており、かつ、第２頂角のキ
ャンバー面に係る内側面および外側面は、第２頂角を通過する第４貫通断面において個々
にキャンバー線の形状をしている。デュアルキャンバー面３次元ガラスが使用される、第
２パネルに係るこのタイプのデザインにおいては、第２パネルが別のオブジェクトにより
当てられる傾向が少なくなるように、顕著なコーナー角が存在しないことが分かる。この
ことは、面が接合している場所において端末ハウジングがノックオフまたはクラッシュす
る可能性を低減することができ、それによって、端末の内部について保護効果を維持して
いる。
【００７７】
　加えて、詳細設計に関して、可視光カメラ、カメラフラッシュ、または、レーザーセン
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サのうちの少なくとも一つが、さらに第２パネル上に配置されてよい。印刷インキを使用
することによる第２パネルの装飾は、多数の方法（例えば、スクリーン印刷、コーティン
グ、または、可動印刷の手段によるもの）で実行されてよく、または、第２パネルに対し
て一枚の膜が取り付けられてよい。第２パネルに係るこのタイプの詳細設計方法において
は、より豊かな外観が達成され、そして、外観の詳細におけるデザインイノベーションは
制限されることがない。
【００７８】
　第１パネルの全体形状は、プレート形状であってよく、または、溝（groove）が第１パ
ネルの内側に配置されている。ここで、溝は、端末の内部を保持するために使用される。
第２パネルの全体形状は、プレート形状であってよく、または、溝が第２パネルの内側に
配置されている。ここで、溝は、端末の内部を保持するために使用される。
【００７９】
　第１パネルおよび第２パネルの全体形状に係る上記の説明に基づいて、端末ハウジング
の全体的な構造的形態は、以降のいくつかのタイプを主に含んでいる。
【００８０】
　第１タイプにおいて、第１パネルの全体形状は、プレート形状であり、溝が第２パネル
の内側に配置されており、ここで、溝は、端末の内部を保持するために使用される。
【００８１】
　第２タイプにおいて、第２パネルの全体形状は、プレート形状であり、溝が第１パネル
の内側に配置されており、ここで、溝は、端末の内部を保持するために使用される。
【００８２】
　第３タイプにおいて、溝は、第１パネルと第２パネルの両方の内側に配置されており、
ここで、溝は、端末の内部を保持するために使用される。
【００８３】
　任意的に、上記のいくつかの組み合わせ方法において、端末ハウジングは、さらに、中
間フレームを含んでいる。第１パネルと第２パネルは、中間フレームの２つの側面におい
てそれぞれに組み立てられる。中間フレームは、金属、合金、ポリマー材料、および、様
々なタイプの複合材料を使用することによって、準備されてよい。中間フレームと第１パ
ネルとの間、および、中間フレームと第２パネルとの間における緩衝（buffering）のた
めに、バッファ材料（フォーム、ゴム、または、プラスチックといったもの）、または、
コンポーネントが使用されてよい。
【００８４】
　任意的に、上記のいくつかの組み合わせ方法において、第１パネルと第２パネルは、媒
体（例えば、液状接着剤、固形接着剤、または、両面テープ）を使用して直接的に接続さ
れてよく、または、第１パネルと第２パネルは、機械的な方法において直接的に接続され
てよい（例えば、半田付け、リベット、ネジ、または、ファスナによって接続されている
）。
【００８５】
　以降は、最初に、本発明における第１パネルと第２パネルのキャンバー面デザインを個
別に説明するものである。
【００８６】
　図１、図２、および、図２．１から図２．３を一緒に参照する。図１は、本発明の一つ
の実施例において開示される第１パネルの概略正面図である。図２は、本発明の一つの実
施例において開示される第１パネルの３次元的な概略構造図である。図２．１は、本発明
の一つの実施例において開示される第１パネルの概略側面図である。図２．２は、本発明
の一つの実施例において開示される第１パネルの別の概略側面図である。図２．３は、本
発明の一つの実施例において開示される第１パネルの別の概略側面図である。第１パネル
の全体形状は、キャンバーエッジを伴う長円形の本体であり、そして、第１主面の形状は
長方形である。
【００８７】
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　図１と図２に示されるように、第１パネル１は、平坦で真っ直ぐな第１主面１１と、第
１主面１１の縁に接続されている第１側面１２とを含んでいる。第１主面１１は少なくと
も一つの第１頂角１７を有し、第１主面１１は、第１頂角１７に係る２つの側にあり、か
つ、第１頂角１７に接続されている２つの縁（１１１と１１４）を有する。そして、第１
パネル１の貫通方向におけるものであり、かつ、第１頂角１７に接続されている２つの縁
に対してそれぞれ垂直である断面は、それぞれ、（図２．１と図２．２に示されるように
）第１貫通断面および（図２．３に示されるように）第２貫通断面である。
【００８８】
　第１主面１１の少なくとも一つの第１頂角１７の位置は、（図２．１と図２．２に示さ
れるように）第１頂角のキャンバー面１３を使用することによって、少なくとも一つの第
１頂角１７の位置と第１側面１２の接合部において第１側面１２に対して接続されており
、第１頂角のキャンバー面１３に係る内側面および外側面は、第１頂角１７を通過する第
１貫通断面において個々にキャンバー線の形状をしており、かつ、第１頂角のキャンバー
面１３に係る内側面および外側面は、第１頂角１７を通過する第２貫通断面において個々
にキャンバー線の形状をしている。
【００８９】
　任意的に、第１頂角のキャンバー面１３の内側面と外側面は、各々第１貫通断面におい
て個々にキャンバー線の形状をしている。
【００９０】
　任意的に、第１頂角のキャンバー面１３の内側面と外側面は、各々第２貫通断面におい
て個々にキャンバー線の形状をしている。
【００９１】
　任意的に、第１頂角のキャンバー面１３の内側面と外側面は、第１頂角１７を通過し、
かつ、第１パネル１の貫通方向にある、各々断面において個々にキャンバー線の形状をし
ている。
【００９２】
　任意的に、第１頂角のキャンバー面１３の内側面と外側面は、第１パネル１のものであ
り、かつ、第１主面１１と平行な方向にある、各々断面において個々にキャンバー線の形
状をしている。
【００９３】
　任意的に、第１頂角１７に係る２つの側に位置する第１主面１１の２つの縁は、直線エ
ッジまたはキャンバーエッジである。
【００９４】
　任意的に、第１主面１１は長方形であり、４つの第１頂角１７が存在している
【００９５】
　任意的に、少なくとも一つの第１頂角１７に係る２つの側に接続されている第１主面１
１と２つの縁は、キャンバー面を使用して、第１主面１１と第１側面１２との接合部にお
いて接続されている。
【００９６】
　任意的に、第１側面１２は、キャンバー側面またはプレート側面である。
【００９７】
　任意的に、第１側面１２は、第１主面１１の周囲を取り囲み、そして、第１主面１１の
周辺の縁に対して接続されている。
【００９８】
　図１または図２に示されるように、第１主面１１の縁は、第１主面１１の幅方向におけ
る第１幅エッジ１１１と第２幅エッジ１１２、および、第１主面１１の長手方向における
第１長手エッジ１１３と第２長手エッジ１１４を含んでいる。そして、第１幅エッジ１１
１、第２幅エッジ１１２、第１長手エッジ１１３、および第２長手エッジ１１４のうち少
なくとも一つのエッジと、第１側面１２は、キャンバー面を使用して、少なくとも一つの
エッジと第１側面１２との接合部において接続されている。このタイプの第１パネル１の
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キャンバー面デザインは、端末ハウジングの審美的なアピールを大いに強化し、かつ、端
末の外観をより上品（gentle）でフレキシブルなものにすることができる。
【００９９】
　図２．１に示されるように、第１キャンバー面１３は、第１幅エッジ１１１と第１側面
１２との接合部における接続のために使用されており、そして、第２キャンバー面１４は
、第２幅エッジ１１２と第１側面１２との接合部における接続のために使用されている。
第１キャンバー面１３と第２キャンバー面１４は、端末の長手方向における中央位置に置
かれた第２断面に関して非対称である。すなわち、第１キャンバー面１３と第２キャンバ
ー面１４の曲率の程度は異なるものである。一般的に、キャンバー面の曲率の程度は、ラ
ジアン、傾き、曲率、または、曲率半径といった、曲率パラメータを使用して記述され得
る。キャンバー面に係る対応する曲率の程度は、曲率パラメータに応じて変化する。
【０１００】
　任意的に、図２．２に示されるように、第１キャンバー面１３と第２キャンバー面１４
とは、端末の長手方向の中央位置に置かれた第２断面に関して対称である。
【０１０１】
　図２．３に示されるように、第１長手エッジ１１３と第１側面１２との接合部における
接続のために第３キャンバー面１５が使用されており、そして、第２長手エッジ１１４と
第１側面１２との接合部における接続のために第４キャンバー面１６が使用されている。
ここで、第３キャンバー面１５と第４キャンバー面１６は、端末の幅方向における中央位
置に置かれた第３断面に関して対称である。加えて、任意的に、第３キャンバー面１５と
第４キャンバー面１６は、端末の幅方向における中央位置に置かれた第３断面に関して非
対称である。（これは図示されていない。）
【０１０２】
　第１主面の少なくとも一つの第１頂角の位置が、第１頂角キャンバー面を使用して、少
なくとも一つの第１頂角の位置と第１側面の接合部において接続されている、端末ハウジ
ングに係るこのタイプのキャンバー面デザインにおいては、端末ハウジングが別のオブジ
ェクトにより当てられる傾向が少なくなるように、顕著なコーナー角が存在しないことが
分かる。このことは、面が接合している場所において端末ハウジングがノックオフまたは
クラッシュする可能性を低減することができ、それによって、端末の内部について保護効
果を維持している。加えて、デュアル曲線（dual-curve-line）３次元ガラスが使用され
る、第１頂角キャンバー面に係る内側面および外側面のこのタイプのキャンバーデザイン
は、端末ハウジングの審美的なアピールを大いに強化し、かつ、端末の外観をより上品で
フレキシブルなものにしている。
【０１０３】
　図３、図４、および、図４．１から図４．３を一緒に参照する。図３は、本発明の一つ
の実施例において開示される第２パネルの概略正面図である。図４は、本発明の一つの実
施例において開示される第２パネルの３次元的な概略構造図である。図４．１は、本発明
の一つの実施例において開示される第２パネルの概略側面図である。図４．２は、本発明
の一つの実施例において開示される第２パネルの別の概略側面図である。図４．３は、本
発明の一つの実施例において開示される第２パネルの別の概略側面図である。第２パネル
の全体形状は、キャンバーエッジを伴う長円形の本体であり、そして、第１主面の形状は
長方形である。
【０１０４】
　図３と図４に示されるように、第２パネル２は、平坦で真っ直ぐな第２主面２１と、第
２主面２１の縁に接続されている第２側面２２とを含んでいる。第２主面２１は少なくと
も一つの第２頂角２７を有し、第２主面２１は、第２頂角２７に係る２つの側にあり、か
つ、第２頂角２７に接続されている２つの縁（２１１と２１４）を有する。そして、第２
パネル２の貫通方向におけるものであり、かつ、第２頂角２７に接続されている２つの縁
に対してそれぞれ垂直である断面は、それぞれ、（図４．１と図４．２に示されるように
）第３貫通断面および（図４．３に示されるように）第４貫通断面である。
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【０１０５】
　第２主面２１の少なくとも一つの第２頂角２７の位置は、（図４．１と図４．２に示さ
れるように）第２頂角のキャンバー面２３を使用することによって、少なくとも一つの第
２頂角２７の位置と第２側面２２の接合部において第２側面２２に対して接続されており
、第２頂角のキャンバー面２３に係る内側面および外側面は、第２頂角２７を通過する第
３貫通断面において個々にキャンバー線の形状をしており、かつ、第２頂角のキャンバー
面２３に係る内側面および外側面は、第２頂角２７を通過する第４貫通断面において個々
にキャンバー線の形状をしている。
【０１０６】
　任意的に、第２頂角のキャンバー面２３の内側面と外側面は、各々第３貫通断面におい
て個々にキャンバー線の形状をしている。
【０１０７】
　任意的に、第２頂角のキャンバー面２３の内側面と外側面は、各々第４貫通断面におい
て個々にキャンバー線の形状をしている。
【０１０８】
　任意的に、第２頂角のキャンバー面２３の内側面と外側面は、第２頂角２７を通過し、
かつ、第２パネル２の貫通方向にある、各々断面において個々にキャンバー線の形状をし
ている。
【０１０９】
　任意的に、第２頂角のキャンバー面２３の内側面と外側面は、第２パネル２のものであ
り、かつ、第２主面２１と平行な方向にある、各々断面において個々にキャンバー線の形
状をしている。
【０１１０】
　任意的に、第２頂角２７に係る２つの側に位置する第２主面２１に係る２つの縁は、直
線エッジまたはキャンバーエッジである。
【０１１１】
　任意的に、第２主面２１は長方形であり、４つの第２頂角２７が存在している
【０１１２】
　任意的に、少なくとも一つの第２頂角２７に係る２つの側に接続されている第２主面２
１と２つの縁は、キャンバー面を使用して、第２主面２１と第２側面２２との接合部にお
いて接続されている。
【０１１３】
　任意的に、第２側面２２は、キャンバー側面またはプレート側面である。
【０１１４】
　任意的に、第２側面２２は、第２主面２１の周囲を取り囲み、そして、第２主面２１の
周辺の縁に対して接続されている。
【０１１５】
　図３または図４に示されるように、第２主面２１の縁は、第２主面２１の幅方向におけ
る第３幅エッジ２１１と第４幅エッジ２１２、および、第２主面２１の長手方向における
第３長手エッジ２１３と第４長手エッジ２１４を含んでいる。そして、第３幅エッジ２１
１、第４幅エッジ２１２、第３長手エッジ２１３、および第４長手エッジ２１４のうち少
なくとも一つのエッジと、第４側面２２は、キャンバー面を使用して、少なくとも一つの
エッジと第４側面２２との接合部において接続されている。このタイプの第２パネル２の
キャンバー面デザインは、端末ハウジングの審美的なアピールを大いに強化し、かつ、端
末の外観をより上品でフレキシブルなものにすることができる。
【０１１６】
　図４．１に示されるように、第５キャンバー面２３は、第３幅エッジ２１１と第２側面
２２との接合部における接続のために使用されており、そして、第６キャンバー面２４は
、第４幅エッジ２１２と第２側面２２との接合部における接続のために使用されている。
第５キャンバー面２３と第６キャンバー面２４は、端末の長手方向における中央位置に置
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かれた第２断面に関して非対称である。すなわち、第５キャンバー面２３と第６キャンバ
ー面２４の曲率の程度は異なるものである。一般的に、キャンバー面の曲率の程度は、ラ
ジアン、傾き、曲率、または、曲率半径といった、曲率パラメータを使用して記述され得
る。キャンバー面に係る対応する曲率の程度は、曲率パラメータに応じて変化する。
【０１１７】
　任意的に、図４．２に示されるように、第５キャンバー面２３と第６キャンバー面２４
とは、端末の長手方向の中央位置に置かれた第２断面に関して対称である。
【０１１８】
　図４．３に示されるように、第３長手エッジ２１３と第２側面２２との接合部における
接続のために第７キャンバー面２５が使用されており、そして、第４長手エッジ２１４と
第２側面２２との接合部における接続のために第８キャンバー面２６が使用されている。
ここで、第７キャンバー面２５と第８キャンバー面２６は、端末の幅方向における中央位
置に置かれた第３断面に関して対称である。加えて、任意的に、第７キャンバー面２５と
第８キャンバー面２６は、端末の幅方向における中央位置に置かれた第３断面に関して非
対称である。（これは図示されていない。）
【０１１９】
　第２主面の少なくとも一つの第２頂角の位置が、第２頂角キャンバー面を使用して、少
なくとも一つの第２頂角の位置と第２側面の接合部において接続されている、端末ハウジ
ングに係るこのタイプのキャンバー面デザインにおいては、顕著なコーナー角が存在せず
、そして、端末ハウジングが別のオブジェクトにより当てられる傾向が少ないことが分か
る。このことは、面が接合している場所において端末ハウジングがノックオフまたはクラ
ッシュする可能性を低減することができ、それによって、端末の内部について保護効果を
維持している。加えて、デュアル曲線３次元ガラスが使用される、第２頂角キャンバー面
に係る内側面および外側面のこのタイプのキャンバーデザインは、端末ハウジングの審美
的なアピールを大いに強化し、かつ、端末の外観をより上品でフレキシブルなものにして
いる。
【０１２０】
　第１パネルおよび第２パネルのキャンバー面デザインに係る上記の説明に基づいて、以
降には、端末ハウジングに係るいくつかキャンバー面デザイン方法を説明する。
【０１２１】
　図５．１と図５．２を一緒に参照されたい。図５．１は、本発明の一つの実施例におい
て開示される端末ハウジングに係る第１実施方法に係る概略断面図である。図５．２は、
本発明の一つの実施例において開示される端末ハウジングに係る第１実施方法に係る別の
概略断面図である。図５．１に示される断面は、端末の幅方向における中央位置に位置す
る断面である（すなわち、第３断面）。図５．２に示される断面は、端末の長手方向にお
ける中央位置に位置する断面である（すなわち、第２断面）。
【０１２２】
　図５．１と図５．２に示されるように、第１パネル１のキャンバー面と第２パネル２の
キャンバー面の両方は、対称デザインを使用している。特定的に、第１キャンバー面１３
と第２キャンバー面１４は、端末の長手方向の中央位置に位置する第２断面に関して対称
であり、第５キャンバー面２３と第６キャンバー面２４は、端末の長手方向の中央位置に
位置する第２断面に関して対称であり、第３キャンバー面１５と第４キャンバー面１６は
、端末の幅方向の中央位置に位置する第３断面に関して対称であり、そして、第７キャン
バー面２５と第８キャンバー面２６は、端末の幅方向の中央位置に位置する第３断面に関
して対称である。一般的に、キャンバー面の曲率の程度は、ラジアン、傾き、曲率、また
は、曲率半径といった、曲率パラメータを使用して記述され得る。キャンバー面に係る対
応する曲率の程度は、曲率パラメータに応じて変化する。すなわち、第１キャンバー面１
３の曲率パラメータと第２キャンバー面１４の曲率パラメータは同一であり、第５キャン
バー面２３の曲率パラメータと第６キャンバー面２４の曲率パラメータは同一であり、第
３キャンバー面１５の曲率パラメータと第４キャンバー面１６の曲率パラメータは同一で
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あり、そして、第７キャンバー面２５の曲率パラメータと第８キャンバー面２６の曲率パ
ラメータは同一である。
【０１２３】
　本発明のこの実施例において、第１主面と第２主面は、両方とも長方形の形状をしてい
る。第１パネル１の材料と第２パネル２の材料は、両方ともガラスである。第１パネル１
と第２パネルは、両方とも、デュアルキャンバー面３次元ガラスが使用されるデザインを
使用している。このようにして、端末ハウジングが別のオブジェクトにより当てられにく
いように、端末ハウジングにおいては顕著なコーナー角が存在しない。このことは、面が
接合している場所において端末ハウジングがノックオフまたはクラッシュする可能性を低
減することができ、それによって、端末の内部について保護効果を維持している。加えて
、第１パネル１のキャンバー面および第２パネル２のキャンバーは、対称的なデザインを
使用している。このことは、端末ハウジングの対称性に係る審美的なアピールを大いに強
化し、かつ、端末の外観をより上品でフレキシブルなものにしている。
【０１２４】
　図６．１と図６．２を一緒に参照されたい。図６．１は、本発明の一つの実施例におい
て開示される端末ハウジングに係る第２実施方法に係る概略断面図である。図６．２は、
本発明の一つの実施例において開示される端末ハウジングに係る第２実施方法に係る別の
概略断面図である。図６．１に示される断面は、端末の幅方向における中央位置に位置す
る断面である（すなわち、第３断面）。図６．２に示される断面は、端末の長手方向にお
ける中央位置に位置する断面である（すなわち、第２断面）。
【０１２５】
　図６．１と図６．２に示されるように、第１パネル１のキャンバー面の一部と第２パネ
ル２のキャンバー面の一部の両方は、非対称デザインを使用している。特定的に、第１キ
ャンバー面１３と第２キャンバー面１４は、端末の長手方向の中央位置に位置する第２断
面に関して非対称であり、第５キャンバー面２３と第６キャンバー面２４は、端末の長手
方向の中央位置に位置する第２断面に関して非対称であり、第３キャンバー面１５と第４
キャンバー面１６は、端末の幅方向の中央位置に位置する第３断面に関して対称であり、
そして、第７キャンバー面２５と第８キャンバー面２６は、端末の幅方向の中央位置に位
置する第３断面に関して対称である。一般的に、キャンバー面の曲率の程度は、ラジアン
、傾き、曲率、または、曲率半径といった、曲率パラメータを使用して記述され得る。キ
ャンバー面に係る対応する曲率の程度は、曲率パラメータに応じて変化する。すなわち、
第１キャンバー面１３の曲率パラメータと第２キャンバー面１４の曲率パラメータは異な
っており、第５キャンバー面２３の曲率パラメータと第６キャンバー面２４の曲率パラメ
ータは異なっており、第３キャンバー面１５の曲率パラメータと第４キャンバー面１６の
曲率パラメータは同一であり、そして、第７キャンバー面２５の曲率パラメータと第８キ
ャンバー面２６の曲率パラメータは同一である。
【０１２６】
　本発明のこの実施例において、第１主面と第２主面は、両方とも長方形の形状をしてい
る。第１パネル１の材料と第２パネル２の材料は、両方ともガラスである。第１パネル１
と第２パネルは、両方とも、デュアルキャンバー面３次元ガラスが使用されるデザインを
使用している。このようにして、端末ハウジングが別のオブジェクトにより当てられにく
いように、端末ハウジングにおいては顕著なコーナー角が存在しない。このことは、面が
接合している場所において端末ハウジングがノックオフまたはクラッシュする可能性を低
減することができ、それによって、端末の内部について保護効果を維持している。加えて
、第１パネル１のキャンバー面および第２パネル２のキャンバーは、端末ハウジングの外
観が特殊性のある特性を有するように、非対称的なデザインを使用している。このことは
、ユーザの個別化された要求を満たすものであり、ユーザ体験を改善している。
【０１２７】
　上記に開示したものは、本発明の実施例に係る単なる例であって、かつ、確かに本発明
の保護範囲を限定するように意図されたものではない。本発明の請求項に従ってなされた
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あらゆる均等な変更は、本発明の範囲内に入るものである。

【図１】 【図２】
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【図２．１】 【図２．２】

【図２．３】

【図３】 【図４】
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【図４．１】 【図４．２】

【図４．３】 【図５．１】
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【図５．２】 【図６．１】

【図６．２】
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